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新旧対照表 

ウィブル証券株式会社 

■改定日：2025 年 11 月 8日 

対象書面：１．米国株オプション取引にかかる注意喚起文書 

改定前 改定後 

米国株式オプション取引（個別株オプション・

株価指数オプション）に係るご注意 

１．オプションの売付取引は、証拠金の額を上

回る取引を行うことができることから、場合

によっては大きな損失が発生する可能性を有

しています。また、その損失は、差し入れた

証拠金の額を上回る場合があります。ただ

し、現在のところ、売付取引はカバード・コ

ール及びキャッシュ・セキュアード・プット

の二つに限定しています。 

２．お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請に

より勧誘が開始された場合においても、本取

引の内容等を十分ご理解のうえ、お取引いた

だきますようお願いいたします。 

米国株式オプション取引（個別株オプション・

株価指数オプション）に係るご注意 

１．オプションの売付取引は、証拠金の額を上

回る取引を行うことができることから、場合

によっては大きな損失が発生する可能性を有

しています。また、その損失は、差し入れた

証拠金の額を上回る場合があります。ただ

し、売付取引は一定のオプション戦略（最大

損失が理論上無限定となるものは除かれてい

ます。）に限定しています。 

２．お客様からの勧誘の要請により勧誘が開始

された場合においても、本取引の内容等を十

分ご理解のうえ、お取引いただきますようお

願いいたします。 

対象書面：２．米国株オプション取引説明書 

改定前 改定後 

米国株式オプション取引を行っていただくにあ

たっては、本書面及び別紙の取引概要、約諾

書、また取引ガイドや FAQ などをあらかじめよ

くお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始

前にご確認ください。 

 

5.この取引説明書より前のバージョンの取引説

明書は、この取引説明書に差し替えられま

す。最新の取引約款及び総合口座へ適用され

米国株式オプション取引を行っていただくにあ

たっては、本書面及び別紙の取引概要、最新の

米国株式オプション取引約款、米国株式オプシ

ョン取引口座設定約諾書、また取引ガイドや

FAQ などをあらかじめよくお読みいただき、ご

不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 

5.当社は、この取引説明書を随時改定すること

ができ、この取引説明書より前のバージョン

の取引説明書は、この取引説明書に差し替え
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る取引説明書と併せてお読みください。これ

ら最新の取引説明書、取引約款等は当社ウェ

ブサイトにてご覧になれます。取引説明書、

取引約款、約諾書、補足文書、資料及び更新

のご案内等は、必ず保管のうえご参照くださ

い。 

られます。最新の取引約款及び総合口座へ適

用される取引説明書と併せてお読みくださ

い。これら最新の取引説明書、取引約款等は

当社ウェブサイトにおいてご覧になれます。

取引説明書、取引約款、約諾書、補足文書、

資料及び更新のご案内等は、必ず保管のうえ

ご参照ください。なお、この取引説明書や別

紙の取引概要、米国株式オプション取引約

款、米国株式オプション取引口座設定約諾書

について改定を行う際は、あらかじめお客様

にお知らせを行うものとします。また、これ

らの書類の改定後にお客様が取引を継続し、

又は開始した場合、改定後の書類について承

諾したものと取り扱います。 

手数料その他の費用及びリスクについて 

■手数料などの諸費用について 

1.米国株式オプション取引を行うにあたって

は、以下の料率、額及び方法により取引手数料

をいただきます。また、手数料の上限が設定さ

れている場合や、取引所手数料等の追加費用

がかかる場合があります。手数料の料率や金

額又は最低手数料・上限手数料は取引所や銘

柄などによって変更される場合があります。

お取引にあたっては必ずご自身で、事前に取

引ツール（当社が提供する取引用アプリをい

います。以下同様です。）にてご確認くださ

い。 

3.株式の購入・売却に係る費用は別途必要とな

ります。詳しくは当社から交付される「上場有

価証券等書面（契約締結前交付書面）」その他

の書面又は取引ツールにてご確認ください。 

（新   設） 

 

 

手数料その他の費用及びリスクについて 

■手数料などの諸費用について 

1.米国株式オプション取引を行うにあたって

は、以下の料率、額及び方法により取引手数料

をいただきます。また、手数料の上限が設定さ

れている場合や、取引所手数料等の追加費用

がかかる場合があります。手数料の料率や金

額又は最低手数料・上限手数料は取引所や銘

柄などによって変更される場合があります。

お取引にあたっては必ずご自身で、事前に取

引ツール（当社が提供する取引用アプリをい

います。以下同様です。）をご確認ください。 

 

3.株式の購入・売却に係る費用は別途必要とな

ります。詳しくは当社から交付される「上場有

価証券等書面（契約締結前交付書面）」その他

の書面又は取引ツールをご確認ください。 

4.オプション取引の決済が後述する信用決済方

式による場合、外国株式信用取引に係る手数

料などの諸費用が必要となる場合がありま
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4.通貨のコンバージョンレート（両替コスト）

についても取引ツールにてご確認ください。 

■証拠金について 

オプション取引で売建てを行うにあたっては、

事前に所定の証拠金を担保として差し入れ又は

預託していただきます。ただし、現在のところ、

売付取引はカバード・コール及びキャッシュ・

セキュアード・プットの二つに限定しています。 

 

 

 

 

 

■オプション取引のリスクについて 

6.売付取引特有のリスクとしては以下がありま

す。ただし、現在のところ、売付取引はカバー

ド・コール及びキャッシュ・セキュアード・プ

ットの二つに限定しています。 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。詳しくは当社から交付される「外国株式信

用取引の取引説明書」その他の書面又は取引

ツールをご確認ください。 

5.通貨のコンバージョンレート（両替コスト）

についても取引ツールをご確認ください。 

■証拠金について 

オプション取引で売建てを行うにあたっては、

事前に所定の証拠金を担保として差し入れ又は

預託していただきます。お客様は、証拠金に代

えて、当社が指定する有価証券を代用有価証券

として差し入れることができますが、証拠金と

して差し入れた代用有価証券には価格変動や流

動性のリスクがあります。 

なお、現在のところ、売付取引は一定のオプシ

ョン戦略（最大損失が理論上無限定となるもの

は除かれています。）に限定しています。 

■オプション取引のリスクについて 

6.売付取引特有のリスクとしては以下がありま

す。ただし、現在のところ、売付取引は一定の

オプション戦略（最大損失が理論上無限定と

なるものは除かれています。）に限定していま

す。 

7.信用決済方式特有のリスクとして以下があり

ます。 

●権利割当の際（権利行使を受ける際）、義務

履行を信用貸付等で代替する方式をとる場

合、実際の決済価格と市場価格とに乖離が

生じる可能性があります。また、流動性が低

い場合、不利な価格で決済がなされる可能

性があります。 

●信用決済方式をとった場合の代用有価証券

の評価変動や流動性低下等による担保価値

の下落リスクにつきましては、「外国株式信

用取引説明書」を併せてお読みください。 
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（新   設） 8.その他のリスクとして以下があります。 

●注文の執行、約定、割当て、決済等は、委託

先である Webull Financial LLC 等が関与す

る可能性があります。当社は、委託先に対し

て管理・監督を行う義務を負い、また、その

義務を尽くしますが、委託先の行為につい

て全面的な責任を負うものではなく、当社

が管理・監督義務を尽くした場合であって

も委託先による取引執行、決済、清算、割当

処理その他関連業務によって損失が生じる

リスクや、委託先がお客様の注文を拒否し、

遅延し、取り消し、又は価格変更等を行うリ

スク、委託先の履行不能、倒産、規制措置等

によって損失が生じるリスクがあります。 

●本取引はドル建てであり、損益を円換算し

た際の為替変動リスクが生じます。 

【Ⅰ】米国株式オプション取引の仕組みについ

て 

米国株式オプション取引は、各金融商品取引所

が定める規則に基づいて行います。（各取引所

で、用語については異なる場合がありますが、

制度の基本的な仕組みについてはほぼ同一とな

っています。）詳細は別紙の取引概要及び取引

ツールでご確認ください。 

１．取引の方法 

(1) 取引の対象 

取引の対象は、米国金融商品取引所が選定し

た有価証券及び株価指数のうち当社が指定す

るもの（以下｢対象有価証券等｣といいま

す。）に係る次の２種類とします。 

(4) ストラテジー取引 

各金融商品取引所が定める範囲内で、複数の

オプション銘柄の売付け又は買付けを同時に

【Ⅰ】米国株式オプション取引の仕組みについ

て 

米国株式オプション取引は、米国の各金融商品

取引所が定める規則に基づいて行います。（各

取引所で、用語については異なる場合がありま

すが、制度の基本的な仕組みについてはほぼ同

一となっています。）詳細は別紙の取引概要及

び取引ツールでご確認ください。 

１．取引の方法 

(1) 取引の対象 

取引の対象は、米国金融商品取引所が選定し

た有価証券又は株価指数のうち当社が指定す

るもの（以下｢対象有価証券等｣といいま

す。）とします。 

(4) ストラテジー取引 

各金融商品取引所が定める範囲内で、複数の

オプション銘柄の売付け又は買付けを同時に
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行う取引（ストラテジー取引）ができます。

ただし、現在のところ、売付取引はカバー

ド・コール及びキャッシュ・セキュアード・

プットの二つに限定しています。 

 

３．決済の方法 

オプション取引の決済には、転売又は買戻しに

よる決済と権利行使による決済の２つの方法が

あります。 

 

 

 

 

 

(2) 権利行使による決済 

米国株式オプション取引について、買方は、権

利行使を行うことで買建玉を決済することがで

きます。このとき、権利行使の割当てを受けた

売方の売建玉も決済されることになります。こ

の場合、権利行使を行った買方と権利行使の割

当てを受けた売方との間で対象となる株式（以

下「対象株式」といいます。）の売買が成立しま

す。権利行使が行われる場合、お客様は以下の

表記載の現金あるいは対象株式をオプション口

座に用意していただく必要があります。 

 

コー

ルの

買い

建玉 

イン・ザ・マネー（株価が権利行使

価格よりも高い状態）の場合は、対

象株式が権利行使価格にて自動で受

け渡されます。あらかじめオプショ

ン口座内に購入金額分の資金を用意

してください。現金が不足している

場合は、建玉が強制的に差金決済、

又は無価値のものとして処理される

行う取引（ストラテジー取引）ができます。

ただし、現在のところ、売付取引は一定のオ

プション戦略（最大損失が理論上無限定とな

るものは除かれています。）に限定していま

す。 

３．決済の方法 

オプション取引の決済には、転売又は買戻しに

よる決済と権利行使による決済の２つの方法が

あります。なお、決済にあたっては、米国取引

所、清算機関、委託先、カウンターパーティー

に対する制度、規制又は処理ルールが適用さ

れ、又は変更される場合がありますが、その適

用又は変更に伴う不都合やコスト増等はお客様

のご負担となります。 

(2) 権利行使による決済 

米国株式オプション取引について、買方は、当

社所定の期日までに権利行使を行うことで買建

玉を決済することができます。このとき、権利

行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済され

ることになります。この場合、権利行使を行っ

た買方と権利行使の割当てを受けた売方との間

で対象となる株式（以下「対象株式」といいま

す。）の売買が成立します。権利行使が行われる

場合、お客様は以下の表記載の現金あるいは対

象株式をオプション口座に用意していただく必

要があります。 

コー

ルの

買い

建玉 

イン・ザ・マネー（株価が権利行使

価格よりも高い状態）の場合、対象

株式が権利行使価格で自動的に受け

渡されます。あらかじめオプション

口座内に購入金額分の資金を用意し

てください。現金が不足している場

合、建玉が強制的に差金決済、又は

無価値のものとして処理されること



ウィブル証券株式会社 

6 

場合がありますのでご注意くださ

い。 

プッ

トの

買建

玉 

イン・ザ・マネー（株価が権利行使

価格よりも低い状態）の場合は、対

象株式を権利行使価格にて自動で引

き渡されます。あらかじめオプショ

ン口座内に対象株式を用意してくだ

さい。決済するのに十分な原資産が

ない場合は、建玉が強制的に差金決

済、又は無価値のものとして処理さ

れる場合がありますのでご注意くだ

さい。 

コー

ルの

売建

玉 

権利行使の割当てを受けた場合に

は、オプション口座内に保有する対

象株式が、自動的に権利行使価格で

売付けられます。 

※カバード・コールの場合 

 

 

 

 

 

 

プッ

トの

売建

玉 

権利行使の割当てを受けた場合に

は、オプション口座内に保有する現

金（証拠金）により、対象株式が自

動的に権利行使価格で買付けられま

す。 

※キャッシュ・セキュアード・プッ

トの場合 

 

 

 

 

 

がありますのでご注意ください。 

 

プッ

トの

買建

玉 

イン・ザ・マネー（株価が権利行使

価格よりも低い状態）の場合、対象

株式が権利行使価格で自動的に引き

渡されます。あらかじめオプション

口座内に対象株式を用意してくださ

い。決済するのに十分な原資産がな

いときは、建玉が強制的に差金決

済、又は無価値のものとして処理さ

れることがありますのでご注意くだ

さい。 

コー

ルの

売建

玉 

カバード・コールの場合、権利行使

の割当てを受けたときは、オプショ

ン口座内に保有する対象株式が、自

動的に権利行使価格で売付けられま

す。 

その他の取引の場合、オプション口

座に対象株式が保有されていないと

きは、建玉が強制的に差金決済さ

れ、又は信用決済方式によりお客様

の信用取引口座を通じて対象株式が

権利行使価格で売付けられます。 

プッ

トの

売建

玉 

キャッシュ・セキュアード・プット

の場合、権利行使の割当てを受けた

ときは、オプション口座内に保有す

る現金（証拠金）により、対象株式

が自動的に権利行使価格で買付けら

れます。 

その他の取引の場合、オプション口

座に保有する現金（証拠金）が不足

するときは、建玉が強制的に差金決

済され、又は信用決済方式によりお

客様の信用取引口座を通じて対象株

式が権利行使価格で買付けられま
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（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．証拠金について 

(1) 証拠金の差し入れ又は預託 

オプションの売建てを行うにあたっては、取引

開始前に、証拠金を担保として差し入れ又は預

託しなければなりません。ただし、現在のとこ

ろ、売付取引はカバード・コール及びキャッシ

ュ・セキュアード・プットの二つに限定してい

ますので、証拠金の取扱いは以下となります。 

取引の種類 証拠金 

コールの売

付け（カバ

ード・コー

ルに限定） 

現金の差し入れは不要です

が、買方の権利行使に備えて

対象株式を預託していただく

必要があります。また当該株

式は取引が決了するまで拘束

されます。 

 

 

 

 

プットの売

付け（キャ

ッシュ・セ

買方の権利行使に備えて対象

株式の買付代金を預託してい

ただく必要があります。また

す。 

(4) 信用決済方式 

権利割当の際に、オプション口座に保有する対

象株式又は現金が不足する場合に、お客様が当

社に別途開設した外国株式信用取引口座を通じ

て現金または有価証券の貸付を受けて行う代替

決済方式をいいます。なお、外国株式信用取引

口座に関する事項は、外国株式信用取引に関す

る注意喚起文書、外国株式信用取引の取引説明

書、外国株式信用取引取扱規程及び外国株式信

用取引口座設定約諾書によります。 

４．証拠金について 

(1) 証拠金の差し入れ又は預託 

オプションの売建てを行うにあたっては、取引

開始前に、証拠金を担保として差し入れ又は預

託しなければなりません。なお、証拠金の取扱

いは以下となります。 

 

 

取引の種類 証拠金 

コールの売

付け 

買方の権利行使に備えて対象

株式を預託していただくか、

または現金を差し入れる必要

があります。また、当該株式

は取引が決了するまで拘束さ

れます。 

なお、カバード・コールの場

合、対象株式を預託していた

だくので、現金の差し入れは

不要となります。 

プットの売

付け 

買方の権利行使に備えて現金

を差し入れる必要がありま

す。また、当該現金は取引が
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キュアー

ド・プット

に限定 

当該現金は取引が決了するま

で拘束されます。 

 

 

 

 

 

（新 設） （新   設） 

 

 

 

 

 

（新   設） 

 

決了するまで拘束されます。 

なお、キャッシュ・セキュア

ード・プットの場合、買方の

権利行使に備えて対象株式の

買付代金（行使価格に相当す

る額の現金）を預託していた

だく必要があります。 

スプレッド

取引 

対象株式に係る複数のコール

又はプットを同時に売買する

ものですが、買方の権利行使

に備えてオプション口座に現

金を差し入れる必要がありま

す。 

(3) 代用有価証券の取扱い 

お客様は、証拠金に代えて、当社が指定する上

場株式、ETF、投資信託その他の有価証券を代

用有価証券として差し入れることができます。

これらの代用有価証券の評価方法、掛目、管理

の方法その他の事項は当社が別途定めるものと

します。 

【Ⅱ】オプション取引及びその委託に関する主

な用語 

●アウト・オブ・ザ・マネー 権利行使価格と基

礎商品の価格との関係において、オプション

取引の買方が権利行使した時に、損失が発生

する状態のことをいいます。コールオプショ

ンでは、権利行使価格が基礎商品の価格を上

回る場合、プットオプションでは、権利行使価

格が基礎商品の価格を下回る場合となりま

す。 

●アット・ザ・マネー 権利行使価格と基礎商

品の価格との関係において、オプション取引

の買方が権利行使した時に、損益が生じない

【Ⅱ】オプション取引及びその委託に関する主

な用語 

●アウト・オブ・ザ・マネー 権利行使価格と原

資産の価格との関係において、オプション取

引の買方が権利行使した時に、損失が発生す

る状態のことをいいます。コールオプション

では、権利行使価格が原資産の価格を上回る

場合、プットオプションでは、権利行使価格が

原資産の価格を下回る場合となります。 

 

●アット・ザ・マネー 権利行使価格と原資産

の価格との関係において、オプション取引の

買方が権利行使した時に、損益が生じない状
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状態のことをいいます。コールオプション、プ

ットオプションとも権利行使価格と基礎商品

の価格が等しい場合となります。 

●イン・ザ・マネー 権利行使価格と基礎商品

の価格との関係において、オプション取引の

買方が権利行使した時に、利益が生じる状態

のことをいいます。コールオプションでは、

権利行使価格が基礎商品の価格を下回る場

合、プットオプションでは、権利行使価格が

基礎商品の価格を上回る場合となります。 

●反対売買（はんたいばいばい） 取引最終日

までに決済を行う方法で、当初行った取引と

反対の取引を行うことです。すなわち、オプ

ションを買い建てた場合は転売、売り建てた

場合は買戻しを行うことをいいます。当初の

約定値段と反対売買時点の約定値段の価格差

が損益となります。 

態のことをいいます。コールオプション、プッ

トオプションとも権利行使価格と原資産の価

格が等しい場合となります。 

●イン・ザ・マネー 権利行使価格と原資産の

価格との関係において、オプション取引の買

方が権利行使した時に、利益が生じる状態の

ことをいいます。コールオプションでは、権

利行使価格が原資産の価格を下回る場合、プ

ットオプションでは、権利行使価格が原資産

の価格を上回る場合となります。 

●反対売買（はんたいばいばい） 取引最終日

までに決済を行う方法で、当初行った取引と

反対の取引を行うことです。すなわち、オプ

ションを買い建てた場合は転売、売り建てた

場合は買戻しを行うことをいいます。当初の

約定価格と反対売買時点の約定価格の価格差

が損益となります。 

【Ⅲ】米国株式オプション取引に係る金融商品

取引契約の概要 

2.米国株式オプション取引に関するお客様の金

銭又は建玉の管理。 

【Ⅲ】米国株式オプション取引に係る金融商品

取引契約の概要 

2.米国株式オプション取引に関するお客様の金

銭、代用有価証券又は建玉の管理。 

【Ⅵ】当社の概要 

●資本金：9 億 3,848 万円（2023 年 4 月 1 日現

在） 

【Ⅵ】当社の概要 

●資本金：9 億 3,848 万円（2025 年 11 月 1 日

現在） 

【別紙】取引概要 

取引

形態 

スマートフォンのアプリによるオン

ライン取引 

手数

料 

売買の都度、契約数 1 枚当たり 0.6

米ドル（税込）、1 注文当たり最低

2.18 米ドル（税込） 

※個別株式の取引手数料は別途必要

です。詳細については、当社ウェブ

【別紙】取引概要 

取引

形態 

当社が定めるアプリによるオンライ

ン取引 

手数

料 

売買の都度、契約数 1 枚当たり 0.6

米ドル（税込）、1 注文当たり最低

2.18 米ドル（税込） 

※個別株式の取引手数料は別途必要

です。詳細については、当社ウェブ
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サイトまたはアプリにてご確認くだ

さい。 

 

 

 

その

他費

用 

■オプション取引所手数料 

ティッ

カー 

参照指

数 

1 約定

あたり

の単価

または

数量 

1 枚あ

たりの

費用 

NDX, 

NDXP 

 (単

一) 

ナスダ

ック

100 指

数 

25 米ド

ル未満 

0.25 米

ドル 

25 米ド

ル以上 

0.50 米

ドル 

NDX, 

NDXP 

 (複

合) 

ナスダ

ック

100 指

数 

25 米ド

ル未満 

0.50 米

ドル 

25 米ド

ル以上 

0.75 米

ドル 
 

取引

時間 

■米国夏時間の期間…22:30～翌

5:00 

■米国標準時の期間…23:30～翌

6:00 

※米国では、3 月第 2 日曜日から 11

月第 1 日曜日まで、夏時間（サマ

ータイム）が実施されます。 

※ニューヨーク現地における取引時

間は年間を通して 4:00〜20:00 で

す。 

※日本が祝祭日であっても、米国株

式市場が開場している日はリアル

タイムで売買いただけます。しか

し、日本が平日であっても米国が

祝祭日の場合はお取り引きいただ

けません。 

サイトまたはアプリをご確認くださ

い。 

※信用決済方式による場合、手数

料、金利、貸株料その他諸費用等を

お客様に請求することがあります。 

その

他費

用 

■オプション取引所手数料 

ティッ

カー 

参照指

数 

1 約定

あたり

の単価

または

数量 

1 枚あ

たりの

費用 

NDX, 

NDXP 

 (単

一) 

ナスダ

ック

100 指

数 

25 米ド

ル未満 

0.50 米

ドル 

25 米ド

ル以上 

0.75 米

ドル 

NDX, 

NDXP 

 (複

合) 

ナスダ

ック

100 指

数 

25 米ド

ル未満 

0.65 米

ドル 

25 米ド

ル以上 

0.90 米

ドル 
 

取引

時間 

■米国夏時間の期間…22:30～翌

5:00 

■米国標準時の期間…23:30～翌

6:00 

※米国では、3 月第 2 日曜日から 11

月第 1 日曜日まで、夏時間（サマ

ータイム）が実施されます。 

※ニューヨーク現地における取引時

間は年間を通して 4:00〜20:00 で

す。 

※日本が祝祭日であっても、米国株

式市場が開場している日はリアル

タイムで売買いただけます。ただ

し、日本が平日であっても米国が

祝祭日の場合はお取り引きいただ

けません。 
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権利

行使

（原

資産

の受

渡

し） 

■ 通知方式…米国株オプションの

保有者は、取引最終日を除いて満期

日前に権利行使をすることができま

す。権利行使をするには、取引ツー

ルの口座情報内で権利行使通知を行

ってください。権利行使通知を行う

と、オプションの建玉は 0 価格で決

済され、コールオプションの買いの

場合は原資産が権利行使価格で建て

られ、また売りの場合は権利行使価

格で原資産が売却されます。 

権利

行使

時の

取り

扱い 

コールの買建玉…イン・ザ・マネー

の場合は、対象株式が権利行使価格

にて自動で受け渡されます。あらか

じめオプション口座内に購入金額分

の資金を用意してください。現金が

不足している場合は、建玉が強制的

に差金決済、又は無価値のものとし

て処理される場合がありますのでご

注意ください。 

プットの買建玉…イン・ザ・マネー

の場合は、対象株式が権利行使価格

にて自動で引き渡されます。あらか

じめオプション口座内に対象株式を

用意してください。決済するのに十

分な原資産がない場合は、建玉が強

制的に差金決済、又は無価値のもの

として処理される場合がありますの

でご注意ください。 

コールの売建玉…権利行使の割当て

を受けた場合には、オプション口座

内に保有する対象株式が、自動的に

権利行使価格で売付けられます。※

カバード・コールの場合 

 

権利

行使

（原

資産

の受

渡

し） 

■ 通知方式…個別株式オプション

の保有者は、取引最終日を除いて満

期日前に権利行使をすることができ

ます。権利行使をするには、取引ツ

ールの口座情報内で権利行使通知を

行ってください。権利行使通知を行

うと、オプションの建玉は 0 価格で

決済され、コールオプションの買い

の場合は原資産が権利行使価格で建

てられ、また売りの場合は権利行使

価格で原資産が売却されます。 

権利

行使

時の

取り

扱い 

コールの買建玉…イン・ザ・マネー

の場合、対象株式が権利行使価格で

自動的に受け渡されます。あらかじ

めオプション口座内に購入金額分の

資金を用意してください。現金が不

足している場合、建玉が強制的に差

金決済、又は無価値のものとして処

理されることがありますのでご注意

ください。 

プットの買建玉…イン・ザ・マネー

の場合、対象株式が権利行使価格で

自動的に引き渡されます。あらかじ

めオプション口座内に対象株式を用

意してください。決済するのに十分

な原資産がない場合、建玉が強制的

に差金決済、又は無価値のものとし

て処理されることがありますのでご

注意ください。 

コールの売建玉…権利行使の割当て

を受けた際には、対象株式が自動的

に権利行使価格で売付けられます。

なお、カバード・コールの場合であ

れば、売付けはオプション口座内に

保有する対象株式により行われま
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プットの売建玉…権利行使の割当て

を受けた場合には、オプション口座

内に保有する現金（証拠金）によ

り、対象株式が自動的に権利行使価

格で買付けられ行われます。※キャ

ッシュ・セキュアード・プットの場

合 

 

 

 

 

 

 

 

満期

日の

取り

扱い 

強制決済…大引けの 30 分前から、

買方が権利行使を行う余力がない場

合には、強制的に反対売買を行う場

合があります。 

 

す。また、その他の取引の場合、オ

プション口座に対象株式が保有され

ていないときは、建玉が強制的に差

金決済され、又は信用決済方式によ

りお客様の信用取引口座を通じて対

象株式が権利行使価格で売付けられ

ます。 

なお、お客様が売付けたコールの原

資産株式が配当を予定していて、当

該配当の権利確定日に権利割当てを

受けた場合に、お客様のオプション

口座において配当落調整金を支払う

余力がないと当社が合理的に判断し

たときは、当社が当該建玉について

強制的に反対売買を行うことがあり

ます。 

プットの売建玉…権利行使の割当て

を受けた際には、対象株式が自動的

に権利行使価格で買い付けられま

す。なお、キャッシュ・セキュアー

ド・プットの場合であれば、買付け

はオプション口座内に保有する現金

（証拠金）により行われます。ま

た、その他の取引の場合、オプショ

ン口座に保有する現金（証拠金）が

不足するときは、建玉が強制的に差

金決済され、又は信用決済方式によ

りお客様の信用取引口座を通じて対

象株式が権利行使価格で買付けられ

ます。 

満期

日の

取り

扱い 

強制決済…大引けの 30 分前から、

当社がお客様の建玉について信用決

済方式によったとしても以下のいず

れかの場合に該当するものと合理的

に判断したときは、強制的に反対売
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反対売買ができない場合は、権利行

使を行わない設定とします。 

株券

の保

管 

海外の決済会社に混蔵寄託契約によ

り寄託するものとします。 

ご注

意事

項 

・オプション取引に係る現物株式の

取引はオプション口座内で完結い

ただく必要があります。現物株式

を総合口座とオプション口座間で

振り替えることはできません。 

 

 

 

 

・オプション口座内で行われた現物

株式の譲渡に係る益金は、一般口

座と同様、お客様で譲渡税の計算

を行っていただく必要がありま

す。 
 

買を行うことがあります。 

・お客様が買方であって権利行使を

行う余力がない場合 

・お客様が売方であって権利割当を

受けても支払いに必要となる余力が

ない場合（お客様がスプレッド取引

を行っており、大引けにおいて売り

建玉のみがイン・ザ・マネーとなる

可能性が見込まれる場合も含む） 

なお、反対売買ができないときは、

権利行使を行わない設定とします。 

株券

の保

管 

海外の決済会社に混合寄託契約によ

り寄託するものとします。 

ご注

意事

項 

・オプション取引に係る現物株式の

取引はオプション口座内で完結い

ただく必要があります。現物株式

を総合口座とオプション口座間で

振り替えることはできません。ま

た、信用決済方式により信用取引

口座で売買した株式も、総合口座

やオプション口座に振り替えるこ

とはできません。 

・オプション口座内で行われた現物

株式の譲渡に係る益金は、一般口

座と同様、お客様で譲渡税の計算

を行っていただく必要がありま

す。 
 

対象書面：３．米国株オプション取引約款 

改定前 改定後 

（規程の趣旨） 

第１条 （省   略） 

（約款の趣旨） 

第１条 （現行どおり） 
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４ お客様は、本取引を行うに当たっては、本

約款のほか、「証券総合取引約款」、「外国

証券取引口座約款」、「米国株式オプション

取引説明書」その他の当社がお客様との契約

に当たって交付する書面の規定（以下「当社

約款等」といいます。）及び「米国株式オプ

ション取引口座設定約諾書」並びに関係法令

諸規則（本取引を取り次ぐ米国内の取引所及

び清算機関等の規則を含みます）を遵守する

ものとします。但し、本約款と「米国株式オ

プション取引口座設定約諾書」の定めとの間

に齟齬があった場合は、本約款の定めが優先

して適用されるものとします。 

 

（口座開設基準） 

第２条 （省   略） 

２ 当社は、上記要件及び当社のオプション口

座開設基準に基づきオプション口座開設の可

否を審査し、当社がオプション口座開設を承

諾した場合に限り、お客様は、本取引を行う

ことができるものとします。審査の結果、オ

プション口座の開設をお断りする場合、その

理由については、お客様に開示しないものと

します。 

 

 

 

（お客様の責任） 

第３条 オプションの購入のために取引を締結

する場合、お客様は、第１条第４項で定義さ

れた法律及び規制ならびに当社約款等を熟読

し理解したうえで遵守することに同意するも

のとします。本条項又は本約款の他の条項の

一般性を損なうことなく、お客様は、単独

４ お客様は、本取引を行うに当たっては、本

約款のほか、「証券総合取引約款」、「外国

証券取引口座約款」、「米国株式オプション

取引説明書」その他の当社がお客様との契約

に当たって交付する書面の規定（以下「当社

約款等」といいます。）及び「米国株式オプ

ション取引口座設定約諾書」並びに関係法令

諸規則（本取引を取り次ぐ米国内の適用法令

並びに取引所及び清算機関等の規則を含みま

す）を遵守するものとします。但し、本約款

と「米国株式オプション取引口座設定約諾

書」の定めとの間に齟齬があった場合は、本

約款の定めが優先して適用されるものとしま

す。 

（口座開設基準） 

第２条 （現行どおり） 

２ 当社が、上記要件及び当社のオプション口

座開設基準に基づきオプション口座開設の可

否を審査のうえオプション口座開設を承諾

し、かつ、別に定める外国株式信用取引口座

開設基準に基づき外国株式信用取引口座開設

の可否を審査のうえ外国株式信用取引口座開

設を承諾した場合に限り、お客様は、本取引

を行うことができるものとします。なお、審

査の結果、これらの口座のいずれか又は両者

の開設をお断りする場合、その理由について

は、お客様に開示しないものとします。 

（お客様の責任） 

第３条 オプションの購入のために取引を締結

する場合、お客様は、法律及び規制ならびに

当社約款等を熟読し理解したうえで遵守する

ことに同意するものとします。本条項又は本

約款の他の条項の一般性を損なうことなく、

お客様は、単独で、又は他者と協力して、関
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で、又は他者と協力して、関連する取引所、

市場、清算機関（クリアリングハウス）、又

は規制当局によって課される可能性のある建

玉又は権利行使制限を超えてはなりません。 

６ お客様は、お客様オプション口座の担保資

産のないオプションに関連して、当該オプシ

ョンが決済、権利行使、もしくは失効される

か、又は原資産が当該担保資産のないオプシ

ョンを取り扱うために当社又は清算機関が設

定した担保要件を満たすまで、当該オプショ

ンの有効期間中、当該オプションを担保する

原資産、当該原資産に発生しうる現金又は証

券を売却しないことに同意します。また、お

客様は、当社又は清算機関が、それぞれの絶

対的な裁量において、お客様から受けた、又

は他の証券会社を通じてギブアップ制度によ

る当該原資産の売却注文を、当該売却に先立

ってお客様が当社又は清算機関が当該担保資

産のないオプションを取り扱うために定めた

担保要件を満たしていなければ、拒否できる

ことに同意します。当社はその裁量で、お客

様が当該売却代金を当該担保要件に充当する

ことを許可する権利を有します。 

（商品・取引の種類） 

第４条 当社においてお客様が行うことのでき

る本取引の商品の種類は、別途当社が定める

ものとします。 

 

 

 

 

２ お客様は、各商品の取引につき、新規買い

建て並びに決済（転売）の注文を行うことがで

きます。 

連する取引所、市場、清算機関（クリアリン

グハウス）、又は規制当局によって課される

可能性のある建玉又は権利行使制限を超えて

はなりません。 

６ お客様は、お客様のオプション口座に担保

資産のないオプションに関連して、当該オプ

ションが決済、権利行使、若しくは失効され

るか、又は原資産が当該担保資産のないオプ

ションを取り扱うために当社又は清算機関が

設定した担保要件を満たすまで、当該オプシ

ョンの有効期間中、当該オプションを担保す

る原資産、当該原資産に発生しうる現金又は

証券を売却しないことに同意します。また、

お客様は、当社又は清算機関が、それぞれの

絶対的な裁量において、お客様から受けた、

又は他の証券会社を通じてギブアップ制度に

よる当該原資産の売却注文を、当該売却に先

立ってお客様が当社又は清算機関が当該担保

資産のないオプションを取り扱うために定め

た担保要件を満たしていなければ、拒否でき

ることに同意します。当社はその裁量で、お

客様が当該売却代金を当該担保要件に充当す

ることを許可する権利を有します。 

（商品・取引の種類） 

第４条 当社においてお客様が行うことのでき

る本取引の商品の種類は、以下に定めるもの

とします。 

(1) オプション買い取引 

(2) オプション売り取引 

(3) スプレッド取引 

(4) 複合型取引 

２ お客様は、各商品の取引につき、決済（転売

及び買戻し）の注文を行うことができます。 
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（取引ルール） 

第５条 （省   略） 

２ 本取引の原資産、オプションの種類、選択

できる権利行使価格の範囲、選択できる満期

日の範囲、取引時間、注文の種類、注文の有効

期限、注文の最大数量、建玉の最大数量、及び

取引手数料等、本取引に係る取引条件を変更

できることにあらかじめ同意することとしま

す。 

３ 前項の変更を当社が行う場合は、原則とし

てその旨をお客様に電磁的な方法により通知

するものといたします。ただし、やむを得ない

場合は、事前の通知なく取引条件の変更を行

うことがあることについて、お客様はあらか

じめ同意することとします。 

 

（新   設） 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取引ルール） 

第５条 （省   略） 

２ 本取引の原資産、オプションの種類、選択

できる権利行使価格の範囲、選択できる満期

日の範囲、取引時間、注文の種類、注文の有効

期限、注文の最大数量、建玉の最大数量、及び

取引手数料等、本取引に係る取引条件を変更

又は制限できることにあらかじめ同意するこ

ととします。 

３ 前項の変更又は制限を当社が行う場合は、

原則としてその旨をお客様に電磁的な方法に

より通知するものといたします。ただし、やむ

を得ない場合は、事前の通知なく取引条件の

変更又は制限を行うことがあることについ

て、お客様はあらかじめ同意することとしま

す。 

７ 前項までの定めにかかわらず、当社は、お

客様の信用状況、資金水準、取引経験、流動性

状況等を勘案して本取引を制限または拒否す

ることができるものとします。 

（信用決済方式に関する特則） 

第６条の２ 前条の定めにかかわらず、お客様

が外国株式信用取引口座を保有する場合にお

いて、お客様がオプション売り取引、スプレッ

ド型取引、複合型取引等のオプション契約を

有し、かつ、権利割当を受けた場合であって、

オプション口座における原資産が不足し又は

現金残高が不足するときは、当社が別に定め

る限度で、お客様が当社に別に開設した外国

株式信用取引口座を通じて、お客様の委託保

証金及び代用有価証券を担保として原資産又

は現金の貸付が行われることにより、当該原

資産又は現金により決済が行われます。 

２ 前項による決済が行われる場合の担保提供
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（買付代金の前受け） 

第９条 お客様は、本取引の新規建注文を発注

する場合は、かかる注文に先立って、通貨ごと

に、当社に買付代金を預託するものとします。 

 

３ 買付代金の預託は現金による預託としま

す。 

（新   設） 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

（預託金の保管） 

第１０条 お客様が当社のオプション口座に預

託した金銭（以下「預託金」といいます。）は、

当社の資産と分別して保管します。 

 

 

（預託金の預託と引出し） 

義務並びに前項による決済が行われた場合の

返済義務、利息支払義務、遅延損害金支払義務

及び追加保証金差入義務に関する事項、外国

株式信用取引に関する信用限度額の設定、取

引停止、強制決済、その他外国株式信用取引に

関する事項は、外国株式信用取引取扱規程に

よるものとします。 

（買付代金又は証拠金の前受け） 

第９条 お客様は、本取引の新規建注文を発注

する場合は、かかる注文に先立って、通貨ごと

に、当社に買付代金を預託し、又は証拠金を差

し入れるものとします。 

３ 買付代金の預託又は証拠金の差入は現金に

よるものとします。 

４ 前項の定めにかかわらず、お客様は、買付

代金又は証拠金に代えて、株式、ETF、投資信

託等の有価証券（以下「代用有価証券」といい

ます。）を提供することができます。 

５ 前項の代用有価証券の種類、代用有価証券

に関する評価方法、掛目等の事項は当社が別

に定めて当社ウェブサイトに公表し又はアプ

リを通じてお客様に通知するものとします。 

６ 当社は、お客様が提供した代用有価証券を、

オプション関連債務又は信用決済義務、強制

決済、オプション取引に関する手数料、利息、

その他の債務の履行のために処分することが

できるものとします。 

（預託金等の保管） 

第１０条 お客様が当社のオプション口座に預

託した金銭（以下「預託金」といいます。）及

び証拠金（以下、これらを総称して「預託金

等」といいます。）は、それぞれ当社の資産と

分別して保管します。 

（預託金等の預託と引出し） 
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第１１条 （省   略） 

２ 預託金の引出し可能額は、あらかじめ当社

が定める額以内とします。 

３ 預託金の引出しの指示は、あらかじめ当社

の定める時間内に当社の定める方法により行

うものとします。 

（諸通知・報告の方法） 

第１２条 「米国株式オプション取引口座設定

約諾書」の規定にかかわらず、当社からお客

様に対する諸々の通知や報告は、原則として

お客様情報の画面を通じて、又は電子メール

で行うものとします。 

（決済等に伴う現金不足額） 

第１３条 （省   略） 

２ 前項に定める現金不足額の差し入れは、当

社が別途定める所定の時刻までに当該金銭の

差し入れが確認できない場合は、当社の独自

の裁量により、お客様の計算で決済を行なう

ものとします。 

（取引リスク） 

第１６条 お客様は、本取引に以下のリスクが

あることを理解します。 

(1) 有価証券取引のリスク 

c.手数料及びその他の料金 

すべての手数料その他の料金について明確

な説明を得て、これらの料金が純利益（存在

する場合）に影響を与えたり、損失を増加さ

せたりする可能性があることを理解する必

要があります。お客様は、これらの料金に対

して責任を負うことに同意するものとしま

す（随時修正される場合があります）。 

 

（新   設） 

第１１条 （現行どおり） 

２ 預託金等の引出し可能額は、あらかじめ当

社が定める額以内とします。 

３ 預託金等の引出しの指示は、あらかじめ当

社の定める時間内に当社の定める方法により

行うものとします。 

（諸通知・報告の方法） 

第１２条 「米国株式オプション取引口座設定

約諾書」の規定にかかわらず、当社からお客

様に対する諸々の通知や報告は、原則として

当社アプリ内のお客様情報の画面を通じて、

又は電子メールで行うものとします。 

（決済等に伴う現金不足額） 

第１３条 （現行どおり） 

２ 前項に定める現金不足額の差し入れは、当

社が別途定める所定の時刻までに当該金銭の

差し入れが確認できない場合は、当社の独自

の裁量により、お客様の計算で建玉の決済を

行なうものとします。 

（取引リスク） 

第１６条 お客様は、本取引に以下のリスクが

あることを理解します。 

(1) 有価証券取引のリスク 

c.手数料その他の料金 

すべての手数料その他の料金について明確

な説明を得て、これらの料金が純利益（存在

する場合）に影響を与えたり、損失を増加さ

せたりする可能性があることを理解する必

要があります。お客様は、これらの料金に対

して責任を負うことに同意するものとしま

す（これらの料金は随時修正又は変更され

る場合があります）。 

（免責事項） 
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第１７条 当社は、以下各号に掲げる事由によ

り、お客様に損害が生じた場合であっても、当

該損害について一切の責任を負わないものと

します。 

(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急

変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認め

られる事由により、取引の執行、現物の受

渡、オプションの権利行使、権利割当て、金

銭の授受又は寄託の手続きが遅延し、又は不

能となったことにより生じた損害 

(2) 執行取引所の開場にもかかわらず国内の休

日又は当社の業務時間外のために、当該取引

所の取次ぎに応じえないことにより生じた損

害 

(3) 国内の休日又は当社の業務時間外のため

に、取次ぎ済の米国株式オプション取引に係

る諸通知が遅延したことにより生じた損害 

(4) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰

すことのできない事由により生じた損害 

(5) 当社所定の書類に押印した印影と届出の印

鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の

授受、寄託した証券の返還その他の処理が行

われたことにより生じた損害 

(6) 当社が米国株式オプション取引に係る取

次、執行、清算・決済、保管、情報提供、シ

ステム運用その他の関連業務の全部又は一部

を委託する外部委託先（取次業者、執行ブロ

ーカー、清算機関、清算受託会社、カストデ

ィアン、保管機関、米国の証券決済機関、情

報ベンダー、通信事業者、システム提供者等

を含むがこれらに限られない。）の事情（障

害、処理遅延、業務停止、規則・仕様の変

更、取引停止、通信障害、データ不具合、当

該外部委託先の判断又は裁量その他一切の事

由をいう。）により、注文の受付、取次、執
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（公租公課） 

第１７条 （省   略） 

（預託金銭の利息） 

第１８条 （省   略） 

（届出事項の変更届出） 

第１９条 （省   略） 

（本取引の制限） 

第２０条 （省   略） 

（プロフェッショナル・カスタマー・ルールに

基づく取引制限） 

第２０条の２ （省   略） 

（遅延損害金） 

第２１条 （省   略） 

（通知の効力） 

第２２条 （省   略） 

（公的機関等への報告） 

第２３条 （省   略） 

（国内非居住者となる場合の取扱い） 

第２４条 （省   略） 

行、権利行使、権利割当て、清算・決済、受

渡、証券の移管、金銭の授受、通知の発出若

しくは情報の提供が遅延し若しくは不能とな

り、又は誤りが生じたことにより生じた損害 

(7) 当社の設備、システム、通信、事務処理そ

の他当社に起因する事由により、注文の受

付、取次、執行、権利行使、権利割当て、清

算・決済、受渡、証券の移管、金銭の授受、

通知の発出若しくは情報の提供が遅延し若し

くは不能となり、又は誤りが生じたことによ

り生じた損害（ただし、当該損害が当社の故

意又は重過失により生じた場合を除く） 

（公租公課） 

第１８条 （現行どおり） 

（預託金銭の利息） 

第１９条 （現行どおり） 

（届出事項の変更届出） 

第２０条 （現行どおり） 

（本取引の制限） 

第２１条 （現行どおり） 

（プロフェッショナル・カスタマー・ルールに

基づく取引制限） 

第２２条 （現行どおり） 

（遅延損害金） 

第２３条 （現行どおり） 

（通知の効力） 

第２４条 （現行どおり） 

（公的機関等への報告） 

第２５条 （現行どおり） 

（国内非居住者となる場合の取扱い） 

第２６条 （現行どおり） 
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（規定の変更） 

第２５条 本約款は、法令(外国の法令を含む)

の変更、監督官庁の指示・命令その他必要が生

じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づ

き改正されることがあります。改定を行う旨

及び改定後の規定の内容並びにその効力発生

時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭

表示、インターネット又はその他相当の方法

により周知します。 

（約款の変更） 

第２７条 本約款は、法令(外国の法令を含む)

の変更、監督官庁の指示・命令その他必要が生

じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づ

き改定されることがあります。改定を行う旨

及び改定後の規定の内容並びにその効力発生

時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭

表示、インターネット又はその他相当の方法

により周知します。 

対象書面：４．米国株オプション取引口座設定約諾書 

改定前 改定後 

第１章 総則 

（米国株式オプション取引口座による処理） 

第１条 （省   略） 

（新   設） 

 

 

 

 

（新   設） 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（米国株式オプション取引口座による処理） 

第１条 （省   略） 

２ 前項の定めにかかわらず、権利割当を受け

た際の本口座における金銭が不足し又は原資

産が不足する場合、私が貴社に別に開設した

外国株式信用取引口座を通じて処理するこ

と。 

３ 前項による場合、私が別に貴社に差し入れ

た外国株式信用取引口座設定約諾書に従うこ

と。 

（代用有価証券の扱い） 

第３条の２ 前条の定めに関わらず、委託証拠

金、約定代金、その他の支払うべき金銭に代え

て株式、ETF、投資信託等の有価証券（以下「代

用有価証券」という。）を提供する場合の、代

用有価証券の種類、評価方法、掛目等の事項は

貴社が別に定めてウェブサイトに公表し又は

アプリを通じて私に通知すること。 

２ 貴社が、私の提供した代用有価証券につい
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（同種同量の有価証券の返還） 

第１２条 前条の有価証券は、同一の銘柄、数

量のものをもって返還することができるこ

と。 

（免責事項） 

第２８条 次の各号に掲げる損害については、

貴社は免責されること。 

(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急

変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認め

られる事由により、取引の執行、現物の受

渡、オプションの権利行使、権利割当て、金

銭の授受又は寄託の手続きが遅延し、又は不

能となったことにより生じた損害 

(2)執行取引所の開場にもかかわらず国内の休

日又は貴社の業務時間外のために、当該取引

所の取次ぎに応じえないことにより生じた損

害 

(3)国内の休日又は貴社の業務時間外のため

に、取次ぎ済の米国株式オプション取引に係

る諸通知が遅延したことにより生じた損害 

(4)電信又は郵便の誤謬、遅滞等貴社の責に帰

すことのできない事由により生じた損害 

(5)貴社所定の書類に押印した印影と届出の印

鑑とが相違ないものと貴社が認めて、金銭の

授受、寄託した証券の返還その他の処理が行

われたことにより生じた損害 

（新   設） 

 

 

 

て、オプション関連債務又は信用決済義務、強

制決済、オプション取引に関する手数料、利

息、その他の債務の履行のために処分するこ

と。 

（同種同量の有価証券の返還） 

第１２条 貴社は、前条の有価証券について、

同一の銘柄、数量のものをもって返還するこ

とができること。 

（免責事項） 

第２８条 次の各号に掲げる損害については、

貴社は免責されること。 

(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急

変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認め

られる事由により、取引の執行、現物の受

渡、オプションの権利行使、権利割当て、金

銭の授受又は寄託の手続きが遅延し、又は不

能となったことにより生じた損害 

(2)執行取引所の開場にもかかわらず国内の休

日又は貴社の業務時間外のために、当該取引

所の取次ぎに応じえないことにより生じた損

害 

(3)国内の休日又は貴社の業務時間外のため

に、取次ぎ済の米国株式オプション取引に係

る諸通知が遅延したことにより生じた損害 

(4)電信又は郵便の誤謬、遅滞等貴社の責に帰

すことのできない事由により生じた損害 

(5)貴社所定の書類に押印した印影と届出の印

鑑とが相違ないものと貴社が認めて、金銭の

授受、寄託した証券の返還その他の処理が行

われたことにより生じた損害 

(6)貴社が米国株式オプション取引に係る取

次、執行、清算・決済、保管、情報提供、シ

ステム運用その他の関連業務の全部又は一部

を委託する外部委託先（取次業者、執行ブロ
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（新   設） 

ーカー、清算機関、清算受託会社、カストデ

ィアン、保管機関、米国の証券決済機関、情

報ベンダー、通信事業者、システム提供者等

を含むがこれらに限られない。）の事情（障

害、処理遅延、業務停止、規則・仕様の変

更、取引停止、通信障害、データ不具合、当

該外部委託先の判断又は裁量その他一切の事

由をいう。）により、注文の受付、取次、執

行、権利行使、権利割当、清算・決済、受

渡、証券の移管、金銭の授受、通知の発出若

しくは情報の提供が遅延し若しくは不能とな

り、又は誤りが生じたことにより生じた損害 

(7)貴社の設備、システム、通信、事務処理そ

の他貴社に起因する事由により、注文の受

付、取次、執行、権利行使、権利割当、清

算・決済、受渡、証券の移管、金銭の授受、

通知の発出若しくは情報の提供が遅延し若し

くは不能となり、又は誤りが生じたことによ

り生じた損害（ただし、当該損害が貴社の故

意又は重過失により生じた場合を除く） 

対象書面：６．外国株式信用取引説明書 

改定前 改定後 

5.この取引説明書より前の版はこの取引説明書

に差し替えられます。当社から交付される最

新の取引約款、取引説明書、各種規程その他

の書面と併せてお読みください。これら最新

の書面は当社ウェブサイトにてご覧になれま

す。また、これら最新の書面は必ず保管のう

え適宜ご参照ください。 

5.当社は、この取引説明書を随時改定すること

ができ、この取引説明書より前の版はこの取

引説明書に差し替えられます。当社から交付

される最新の取引約款、取引説明書、各種規

程その他の書面と併せてお読みください。こ

れら最新の書面は当社ウェブサイトにおいて

ご覧になれます。また、これら最新の書面は

必ず保管のうえ適宜ご参照ください。 

手数料その他の費用及びリスクについて 

■手数料などの諸費用について 

手数料その他の費用及びリスクについて 

■手数料などの諸費用について 
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2.手数料の料率や金額又は最低手数料・上限手

数料その他の条件は、取引所や銘柄などによ

って変更される場合があります。お取引にあ

たっては必ずご自身で、事前に取引ツールに

てご確認ください。 

5.コンバージョンレート（通貨の両替コスト相

当）についても、事前に取引ツールにてご確認

ください。 

■外国株式信用取引のリスクについて 

7. 前記５における自動ロスカットの他、外国株

式信用取引口座設定約諾書の定めによりその

他の期限の利益の喪失事由に該当した場合に

は、損失を被った状態で建玉（外国株式信用取

引のうち決済が結了していないもの）の一部

又は全部が決済（反対売買）される場合もあり

ます。この場合、その決済で生じた損失につい

てもお客様が責任を負うこととなります。 

2.手数料の料率や金額又は最低手数料・上限手

数料その他の条件は、取引所や銘柄などによ

って変更される場合があります。お取引にあ

たっては必ずご自身で、事前に取引ツールを

ご確認ください。 

5.コンバージョンレート（通貨の両替コスト相

当）についても、事前に取引ツールをご確認く

ださい。 

■外国株式信用取引のリスクについて 

7. 前記 6.における自動ロスカットの他、外国

株式信用取引口座設定約諾書の定めによりそ

の他の期限の利益の喪失事由に該当した場合

には、損失を被った状態で建玉（外国株式信用

取引のうち決済が結了していないもの）の一

部又は全部が決済（反対売買）される場合もあ

ります。この場合、その決済で生じた損失につ

いてもお客様が責任を負うこととなります。 

外国株式信用取引の仕組みについて 

■取引の方法 

2.貸株料、返済期限及び金利等…信用取引貸株

料、付加貸株料、返済期限及び金利は、その

時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お

客様と当社との合意によって決定されます

（注）。また、信用取引貸株料、付加貸株料及

び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって

変動する場合がありますので、取引ツールに

てご確認ください。 

3.権利の処理…外国株式信用取引によって売買

している米国株券等について、株式分割等に

よる株式を受ける権利又は株主に対する新株

予約権等の付与があり、権利落ちとなったと

きの処理や配当金の処理については、お客様

と当社との合意によりますので、この点につ

外国株式信用取引の仕組みについて 

■取引の方法 

2.貸株料、返済期限及び金利等…信用取引貸株

料、付加貸株料、返済期限及び金利は、その

時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お

客様と当社との合意によって決定されます

（注）。また、信用取引貸株料、付加貸株料及

び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって

変動する場合がありますので、取引ツールを

ご確認ください。 

3.権利の処理…外国株式信用取引によって売買

している米国株券等について、株式分割等に

よる株式を受ける権利又は株主に対する新株

予約権等の付与があり、権利落ちとなったと

きの処理や配当金の処理については、お客様

と当社との合意によりますので、この点につ
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いても、事前に取引ツールにてご確認くださ

い。また、コーポレートアクションの種類や発

表タイミングが権利処理当日となった場合、

信用建玉の返済期限を当日として設定するこ

とがあります。この場合、当社が設定する返済

期限を超えて外国株式信用取引を継続するこ

とはできないため、当社にて同日中に反対売

買させて頂きます。 

5.取引制限…外国株式信用取引においては、当

社の与信管理の都合上、あるいは売建玉にお

ける当社における外国株券等の調達が困難と

なった場合において、当社が定める期日を返

済期限として設定することがあります。この

場合、当社が設定する返済期限を超えて外国

株式信用取引を継続することはできません。

この点についても、事前に取引ツールにてご

確認ください。 

また、米国の委託先が定める値幅制限を超え

る注文を受託した場合には、注文をお受けで

きない場合があります。 

いても、事前に取引ツールをご確認ください。

また、コーポレートアクションの種類や発表

タイミングが権利処理当日となった場合、信

用建玉の返済期限を当日として設定すること

があります。この場合、当社が設定する返済期

限を超えて外国株式信用取引を継続すること

はできないため、当社において同日中に反対

売買させて頂きます。 

5.取引制限…外国株式信用取引においては、当

社の与信管理の都合上、あるいは売建玉にお

ける当社における外国株券等の調達が困難と

なった場合において、当社が定める期日を返

済期限として設定することがあります。この

場合、当社が設定する返済期限を超えて外国

株式信用取引を継続することはできません。

この点についても、事前に取引ツールをご確

認ください。 

また、米国の委託先が定める値幅制限を超え

る注文を受託した場合には、注文をお受けで

きない場合があります。 

当社が行う金融商品取引業の 

内容及び方法の概要等 

9.注文された外国株式信用取引が成立すると、

その内容をご確認いただくために、翌営業日

に当社から「取引報告書」が電子的に発行され

ます。取引ツールにてご確認いただけます。 

当社が行う金融商品取引業の 

内容及び方法の概要等 

9.注文された外国株式信用取引が成立すると、

その内容をご確認いただくために、翌営業日

に当社から「取引報告書」が電子的に発行さ

れます。取引ツールにおいてご確認いただけ

ます。 

当社の概要 

●資本金：9 億 3,848 万円（2023 年 12 月 1 日

現在） 

当社の概要 

●資本金：9 億 3,848 万円（2025 年 11 月 1 日

現在） 

対象書面：７．外国株式信用取引取扱規程 

改定前 改定後 
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（届出事項等の変更） 

第２３条 お客様は、本サービスの利用に係る

届出事項に変更が生じた場合は、当社所定の

手続きにて遅滞なく当社へ届け出るものとし

ます。この届け出の遅延により生じた損害に

ついて当社はその責を負いません。 

（規程の変更） 

第２５条 本規程は、国内の法令等の改正、監

督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸

規則の改正、米国法令等の改正又はその他当

社が必要と認める場合に、改訂されることが

あります。なお、改訂の内容がお客様の権利を

制限する又は新たな義務を課すこととなるも

のであるときは、その改訂事項を当社ウェブ

サイトで掲示する等当社の定める方法により

お知らせします。この場合、お客様において、

所定の期日までに異議のお申立てがない場合

には、改訂をご承諾いただいたものとします。 

（届出事項等の変更） 

第２３条 お客様は、本サービスの利用に係る

届出事項に変更が生じた場合は、当社所定の

手続きにより遅滞なく当社へ届け出るものと

します。この届け出の遅延により生じた損害

について当社はその責を負いません。 

（規程の変更） 

第２５条 本規程は、国内の法令等の改正、監

督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸

規則の改正、米国法令等の改正又はその他当

社が必要と認める場合に、改定されることが

あります。なお、改定の内容がお客様の権利を

制限する又は新たな義務を課すこととなるも

のであるときは、その改定事項を当社ウェブ

サイトで掲示する等当社の定める方法により

お知らせします。この場合、お客様において、

所定の期日までに異議のお申立てがない場合

には、改定をご承諾いただいたものとします。 

 

以上 
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